
 
                    

平成２６年度学校教育に関わる新規事業の実施について 
 
 教育委員会では、子どもたちが安心して生き生きと生活できる学校づくりを目指して、
来年度から「少人数学級推進事業」と「児童支援体制強化事業」を実施いたします。 
 
１ 少人数学級推進事業について 

 

（１）目的 
中学校第３学年を対象に、少人数学級（生徒数が３５人以下の学級編制）を少人数

学級推進校にて実施し、生徒の学力向上や望ましい人間関係づくり等への効果や実施

上の課題について研究及び検証を行う。 
 
（２）概要 

① ３校の推進校において、中学校第３学年での少人数学級を実施する。 
ff② 学級増に伴う授業時間の増加による教員の負担を軽減するために、各推進校に２

名の非常勤講師を派遣する。 
  
（３）研究内容 

① 学習面や生活面に関する効果 
② 望ましい人間関係づくりに関する効果 
③ 進路指導に関する効果 
④ 他学年への波及に関する効果 
⑤ 少人数学級の実施に関する課題 
 
 

２ 児童支援体制強化事業について 

 

（１）目的 
いじめ、不登校、発達障害、児童虐待等、子どもを取り巻く諸課題に対して、小学

校のチームとしての対応力を強化し、一人ひとりの教育的ニーズに応じた、きめ細か

な支援を行う。 
 
（２）概要 

① 小学校に児童支援を専任する教諭（児童支援専任教諭）を配置する。 
② 児童支援専任教諭が職務を遂行できるようにするため、非常勤講師を配置する。 

 
（３）児童支援専任教諭の主な職務内容 

① 様々な課題を抱える児童への支援体制を校内において構築する。 
② 児童及び保護者への教育相談に係る取組を行う。 
③ 学校いじめ防止基本方針の遂行のため、中心的な役割を担う。 
④ 発達障害、不登校等の研修会を企画し、教職員の指導力の向上を推進する。 
⑤ 児童の規範意識の醸成を図るため、児童指導に係る全教職員での取組を推進する。 
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